
行政手続・規制の見直しに関する提案の受付・対応状況の一覧

番号
提案受付

年度
提案事項名 提案の概要 調整状況 対応方針

1 H29

鳥取県所有建築物
維持管理指針の策
定及び清掃・設備
管理業務等役務調
達における総合評
価型入札制度の導
入

【求める措置の具体的内容】
①公共工事の品質確保の推進に関する法律
第3条第6項（建築物維持管理分野）に基づ
く鳥取県所有建築物維持管理指針を策定し
てはどうか。
②指針保全のための清掃業務及び設備管理
業務等役務調達における総合評価型入札制
度を導入してはどうか。
【具体的な支障事例】
入札参加資格格付実施のない状況下におけ
る適格業者判定入り口論

①現行規定で対応可能
②現状維持（改めて具体的な支
障事例や制度改正の効果、新た
な情勢変化等が明らかとなった
場合に調整対象）

①本県では法の趣旨を踏まえた維持管理の方針を含
む「鳥取県県有施設中長期保全計画」を平成29年2月
に策定している。今後発注する清掃・設備管理業務
の「業務仕様」には、この計画に関連する業務であ
る旨を明記し、広く周知していく。
②清掃・設備管理業務の品質確保については、国家
資格者の配置や同種の業務の実績を条件とする「制
限付一般競争入札」を実施しており、総合評価方式
入札制度の導入は、現状では不要と考えている。総
合評価方式の入札制度は入札参加資格の審査及び入
札時に必要な書類が多く、入札参加者に多大な労力
と時間を強いることになるため、返って入札を制限
することになり、また現行の電子入札制度に多大な
改修費用が必要となる。
今後、建築物の維持管理の品質向上のために新たに
導入すべき要件等が確認された場合には、適宜入札
参加資格要件等を見直していく。

2 H29

鳥取県会計規則第
129条に定める最
低制限価格設定領
域の改定

【求める措置の具体的内容】
鳥取県会計規則第129条に基づく建物管理業
における最低制限価格設定領域（予定価格
の3分の2～10分の8）を引き上げ、並びにそ
れに伴う施設管理調達最低制限価格制度を
改定する。
【具体的な支障事例】
予定価格は概ね設計予算そのものであり、
設計予算は国土交通省建築保全業務労務単
価基準のはずである。慢性的人手不足が深
刻化する業態の中にあって労務費がほとん
どの部分を占める清掃業務等は、この領域
での設定で最低賃金を守ることさえ容易で
はない。

現状維持（改めて具体的な支障
事例や制度改正の効果、新たな
情勢変化等が明らかとなった場
合に調整対象）

現状では平成28年度及び平成29年度の清掃業務委託
（予定価格500万円以上）に係る落札率（落札額/予
定価格）の平均は約90％となっており、落札額の多
くは最低制限価格設定領域の上限（10分の8）より
10％以上高い落札率となっている。このため上限を
引き上げてもほとんど影響がないことから、最低制
限価格の設定範囲は現状のとおりとする。
ただし、今後落札率の推移を長期的に注視しなが
ら、実態と乖離する状態になれば再検討を行うこと
とする。

3 H29
イベント時の看板
設置等に係る道路
占用申請の簡素化

【求める措置の具体的内容】
道路占用申請の手続きが煩雑であり、添付
図面が多すぎるため見直しを行っていただ
きたい。
【具体的な支障事例】
・手続きが煩雑。添付すべき図面（設置場
所の写真、デザイン、地図、道路図など）
が多すぎる。同じものを３部も出す必要が
あり、コピー代や手間もばかにならない。
・電柱や植栽への設置はダメ、なるべく道
路ではなく民地に設置せよと言われるが、
民地の所有者を調べて交渉するのはとてつ
もない労力。
・街中には申請せずに勝手に看板をとりつ
けていると思われる例も多い。「正直者が
馬鹿をみる」状況の改善を。
・資料がそろっていないと指摘される。許
可が出た際は郵送してくれないので、わざ
わざ取りに行く必要があり手間。

現状維持（改めて具体的な支障
事例や制度改正の効果、新たな
情勢変化等が明らかとなった場
合に調整対象）

イベント時の看板設置等に係る道路占用申請につい
ては、従来から添付書類を安全確認上必要な最小限
の図面等（設置位置の分かるもの、寸法・構造等の
分かるもの）のみとして手続きを簡素化していると
ころだが、今後も添付図面等についてさらに省略す
ることができないか検討していく。
また、例えば会館葬の葬儀看板については、同一の
場所に同一構造の物件を同一の設置方法で断続的に
相当の日数に渡って占用する物件であることから、
その都度占用許可の対象とするのではなく、一定の
期間を通じた占用許可（一括占用許可）としている
ところであり、今後も個別の申請内容に応じた手続
きの簡素化と柔軟な対応に努めることとする。
なお、本県では従来から提出部数は2部（審査用１
部、警察協議用1部）とし、許可証の受け渡しは窓口
交付又は郵送のどちらでも対応している。
また、許可を得ていない不法占用物件については、
道路管理パトロールを実施する中で発見した際に撤
去及び適正な許可申請手続きを要請するなどの措置
を講じているところであり、今後も引き続き不法占
用の取り締まりを含め、道路が常時良好な状態に保
たれるよう管理に取り組む。

4 H29
自然公園法に基づ
く工作物設置許可
申請の簡素化

【求める措置の具体的内容】
国立公園の特別地域内での工作物設置許可
申請の手続や添付書類の簡素化を行ってい
ただきたい。
【具体的な支障事例】
自然公園法で保護区域に指定されている場
所でイベントを開く際、仮設テントを設置
するだけでも工作物設置許可が必要。テン
トの添付図面も義務づけられており、煩
雑。

現状維持（改めて具体的な支障
事例や制度改正の効果、新たな
情勢変化等が明らかとなった場
合に調整対象）

国立公園の特別地域内におけるイベントについて
は、イベントと自然景観の双方が共存できるよう、
自然景観への影響が最小限となるよう設けた基準に
基づき許可の判断を行う上で、仮設物の大きさ・色
彩等は重要な判断基準となることから、図面の添付
をお願いしているもの。
国の取扱い要領では、平面図・立面図・断面図・構
造図及び意匠配色図を添付することとなっている
が、事務委任を受けている本県では、仮設テントで
あれば図面の代わりにカタログ写真や実物の写真で
も可とするなど、県独自の添付書類の簡素化を行っ
ているところであり、既に提案のご趣旨に沿った運
用を行っている。
ただし、この取扱いが県民や事業者のかたに周知で
きていないことから、具体的な許可事例を示し、各
生活環境事務所で周知を行っていく。



番号
提案受付

年度
提案事項名 提案の概要 調整状況 対応方針

5 H29

とっとり住まいる
支援事業補助金の
申請書類等の見直
し

【求める措置の具体的内容】
とっとり住まいる支援事業補助金につい
て、一般県民が申請しやすいよう、書類の
様式や方法を改めていただきたい。
【具体的な支障事例】
数年前に木の住まい助成制度（現「とっと
り住まいる支援制度」）を個人で申請した
際、非常に煩雑な手続きであり、森林組合
へ県産材の証明書をもらいに行き、書類に
は建築関係の専門的な数字も書く必要が
あった。
多くは建築会社が申請してくれるが、場合
によっては個人が申請するケースもある。
制度自体はあくまで個人を対象としたもの
であるので、一般県民が申請しやすいよう
書類の様式や方法を改めてはどうか。

提案実現・提案一部実現

とっとり住まいる支援事業補助金の提出書類につい
ては、補助事業の適正化を実現した上で必要最小限
のものとなるよう、これまでも書類の簡素化や申請
手引きの作成・公開、申請様式への説明記載など、
申請しやすい環境づくりに取り組んできたところ。
今後も補助事業の適正確保を念頭に置きつつ、県産
材使用明細の様式の見直し等、より一層簡素化が実
現できるよう検討していく。また、申請書の記入例
をホームページに添付し、申請者が記入しやすいよ
うにする。

6 H29
申請関係手続き全
般に係る記入見本
の添付

【求める措置の具体的内容】
県民にとって分かりやすく申請ができるよ
う、とりネットで申請書がダウンロードで
きるものについては、記入見本も添付して
いただきたい。
【具体的な支障事例】
とりネットでダウンロードできる書類も多
いが、記入見本が欲しい。窓口で記入の仕
方が違うと指摘され、手戻りになることも
あり、職員にとっても何度も同じ人に来ら
れるのは無駄な時間になるのではないか。
県民にとって分かりやすく申請ができるよ
うにしてほしい。

提案実現・提案一部実現

現在とりネットホームページ上でダウンロードを可
能、また今後可能とする申請書について、記入例が
添付されていないものは併せて添付するよう、庁内
各所属に対して周知徹底する。
併せて、住民サービスの一層の利便性向上を図るた
め、申請や届出を電子的に受け付ける電子申請サー
ビスも積極的に活用していくこととする。

7 H29

自然保護ボ ラン
ティア制度に係る
登録更新方法及び
催し物の情報提供
方法の見直し

【求める措置の具体的内容】
①ボランティアの任期は2年だが、更新のた
びに登録手続きが必要。継続の場合はメー
ル等の意思確認のみとし、再度の登録申込
みは不要とすべき。
②催し物の情報は各事務所ごとに郵送され
てくるが、発信方法を見直すべき。ホーム
ページに一括して情報掲載し、更新したら
メールで案内すればよい。（紙でなければ
ならない人のみ郵送）

①現行規定で対応可能
②提案実現・提案一部実現

①更新の意思確認については文書をお送りしている
が、更新希望の場合はメールや電話等による回答も
可能としており、登録内容に変更がある場合を除
き、再度の登録申込みは不要としている。
②年度当初に発出するボランティアイベントの年間
スケジュールについては、文書で全員にお送りする
と共に県のホームページへ掲載している。また一部
の事務所では、メールアドレスを登録されている方
に対し、イベント等の更新情報をメールで提供して
いるので、他の事務所においてもメールでの提供を
検討していく。

8 H29
公共施設管 理サ
ポーター制度につ
いて

【求める措置の具体的内容】
①サポーターは情報交換等のための連絡会
へ出席することが規定されているが、交通
費も出ず、遠方の者もいるのでやめるべ
き。
②サポーターは毎月報告書を提出すること
とされているが、2ヶ月分まとめて提出して
もよいのではないか。

①提案実現・提案一部実現
②現状維持（改めて具体的な支
障事例や制度改正の効果、新た
な情勢変化等が明らかとなった
場合に調整対象）

①今後連絡会を開催する場合は、公共施設管理サ
ポーターに参加していただきやすくするため、交通
費を支給することとする。
②活動報告については、報告内容を問わず、定期的
に報告いただくことが必要と考えているので、提出
を2月に1度とすることはできない。異常がないこと
を報告していただくことも重要なことであると考え
ている。

9 H29
道路占用許可に係
る許可済証 （ス
テッカー）の採用

【求める措置の具体的内容】
道路パトロールの際、一目で道路占用許可
済みであることが分かるようなシール等が
あれば便利なのではないか。

現状維持（改めて具体的な支障
事例や制度改正の効果、新たな
情勢変化等が明らかとなった場
合に調整対象）

道路占用許可済証（ステッカー）については、採用
している道路管理者もあるが、鳥取県については次
の理由から採用は見送る。
・貼付けの義務を課すことは、手数料が高くなるた
め、占用者の負担の増加につながること。
・地上に設置される看板の一部等には有効と思われ
るが、埋設・架空といった設置の様態や、建物その
他の工作物・線類といった物件の形態によっては、
ステッカーの貼り付けに適さないもの、また貼り付
けたとしても視認困難なものがあること。
引き続き、道路パトロール中に通行の支障となる恐
れがある物件を発見したときは、申請書や台帳を確
認し、占用者に必要な措置を求めることとする。

10 H29
道路占用料の減免
に係る市町村推薦
状の取扱い

【求める措置の具体的内容】
地域活性化に資するイベントについては、
地域住民の同意及び市町村の推薦があれば
道路占用料が減免される制度がある。毎年
開催するイベントの場合、一度市町村の推
薦を得れば次年度以降は省略できないか。

提案実現・提案一部実現

市町村の推薦を受けたイベント事業であることが確
認出来る場合は、次年度以降、毎年市町村の推薦状
を取得し提出することは必要としない方向で検討す
る。
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11 H29
収入証紙によらな
い納付方法

【求める措置の具体的内容】
収入証紙でなくてもよいやり方を考えて欲
しい。
【具体的な支障事例】
申請書に貼付を求められる県の収入証紙
は、簡単に手に入らず不便。

提案実現・提案一部実現

納付手続に関しては、県民の皆さんの利便性を高め
るため、既に以下の取組を行っている。
・申請窓口に収入証紙販売所が隣接されていない場
合は、平成26年度から一部の窓口で現金納付も可能
とした。なお高校入試の入学者選抜手数料（受験
料）については、平成27年度入試から現金による納
付を可能としており、改めて県教育委員会から中学
校を通じて周知する。
・とっとりWebマップ中に鳥取県収入証紙を扱う販売
所マップを作成し、販売所の住所及び名称を県民の
皆さんへ広く周知しているところであり、今後も取
組を継続していく。
平成30年度からは、知事に申請する許認可につい
て、クレジットカードによる電子収納（「とっとり
電子申請サービス」によるワンストップサービスの
提供）が可能となるよう作業を進めている。また、
他機関も含め、現在収入証紙による収納を行ってい
る申請等についても、電子収納を含め、他の収入方
法が考えられないか点検する。

12 H29

農家民宿等におけ
る自動火災報知設
備設置に係る規制
緩和

【求める措置の具体的内容】
旅館営業、簡易宿所、農家民宿等の営業許
可の際に自動火災報知設備の設置が求めら
れることになり、10～20万円と高額なため
ハードルが高い。客室面積50㎡以内は対象
外だが、昔ながらの家は大きいため対象に
なる。規制緩和を検討してほしい。

提案実現・提案一部実現

自動火災報知設備は、宿泊者の命を守るために必要
な設備であることから、規制緩和は実施しない。
ただし、本県ならではの旅の魅力を国内外からのお
客様に感じてもらうことができる特徴のある宿泊ス
タイルづくり（民泊・古民家等の活用）を推進する
ため、住宅の一部を活用して鳥取県らしさを堪能す
る宿泊体験サービスを提供する宿泊事業者等に対す
る補助金の支援メニューとして、自動火災報知設備
又は特定小規模施設用自動火災報知設備の購入等に
係る経費を補助することとした。

13 H29
鳥獣捕獲ワナの規
制改革

【求める措置の具体的内容】
免許又は講習を受けて、イノシシや鳥等の
捕獲が許可されるが、鳥獣被害を減らすに
はワナの使用規制をもっと緩和するべき。
例えばいくつかのワナを県が提示し、その
どれかを選択して使用者の住所・氏名・使
用場所等を県に届け出ることで、多くの一
般農家等の人が捕獲可能となる。

現行規定で対応可能

有害鳥獣のワナ捕獲については、ワナによる人身事
故等の危険防止や希少な鳥獣の誤捕獲の防止等のた
め、許可対象者は技術・知識を有する狩猟免許所持
者とされてきた。しかし、農林業被害の増大や狩猟
者の減少・高齢化を背景として、農業者も含め地域
で一体となった有害鳥獣捕獲を推進するため、平成
23年の基本指針改正において、銃器の使用以外の場
合には、狩猟免許を受けていない方も一定の条件の
もとで捕獲許可の対象者とする規制緩和が既になさ
れている。
なお、この場合に使用する猟具は、箱ワナ及び囲い
ワナを基本としているが、地域の合意形成が図ら
れ、鳥獣の保護及び住民の安全性が確保される場合
には、危険猟法は除き、他の猟具も認めることとさ
れている。

14 H29

県管理の道路、河
川、砂防河川、公
共海岸、港湾施設
等の占用・使用許
可更新手続きに係
る添付書類の省略

【求める措置の具体的内容】
更新手続きの際に貼付書類として、現行許
可証の写し、位置図、平面図、構造図、現
況写真等を求められるが、占用・使用状況
の変更がなく許可期間のみの更新の場合
は、上記添付書類の提出を不要として欲し
い。
【具体的な支障事例】
県管理の道路、河川、砂防河川、公共海
岸、港湾施設等に下水道施設を設置するに
あたり、占用・使用許可を受けているが、
それらの許可期間は5年又は10年以内となっ
ているため、継続して設置する場合には許
可更新の手続きを行っている。

提案実現・提案一部実現

更新申請時の添付書類については既に簡素化を行っ
ているが、各事務所ごとに若干の程度の違いがある
ため、添付書類は基本的に次に掲げるもののみに統
一するよう検討する。（その他の書類については必
要に応じて提出いただく。）
①位置図
②前回許可証の写し
③占用物件の安全確認書
④現況写真（地下埋設物については、埋設場所の地
上部分の現況写真）
なお、現在は円滑に更新物件及び許可状況を確認
し、速やかに申請受理するために添付を依頼してい
るが、今後電子申請の推進等により、①②の添付書
類を不要とすること、また申請書の備考欄に安全確
認状況を記載することで③の添付書類を省略する
等、柔軟に対応していく。

15 H29
太陽光発電の売電
価格の固定

【求める措置の具体的内容】
住宅の屋根に設置した太陽光発電の売電価
格：35円/kwhを下げないようにして欲し
い。自然エネルギーの普及拡大を図るた
め、電力会社の購入価格を35円以上に固定
して欲しい。

現状維持（改めて具体的な支障
事例や制度改正の効果、新たな
情勢変化等が明らかとなった場
合に調整対象）

固定価格買取制度において、住宅用太陽光発電の導
入を推進していく上で適当な調達価格及び調達期間
が決定されているため、国への制度改正の要望等は
行わない。
住宅用太陽光発電設備（10kwh未満）に係る固定価格
買取制度は、システム費用の価格下落傾向や過剰な
流通構造の是正によるコスト削減等に起因する調達
価格の下落を反映する仕組みとなっており、妥当で
あると考えられる。
なお、現在決定している住宅用太陽光発電（10kwh未
満）の調達期間は10年間、H29年度以降の調達価格
は、H29：30円/kwh、H30：28円/kwh、H31：26円/kwh
（いずれも出力制御対応機器設置義務有りの価格）
となっている。
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16 H29
公文書の電子化の
拡大

【求める措置の具体的内容】
企業ではメールが多く、紙文書が来ること
はあまりない。役所では紙でなければいけ
ないものもあるかもしれないが、そのよう
なものもメールにする等、電子化を拡大す
ることを検討してはどうか。

現状維持（改めて具体的な支障
事例や制度改正の効果、新たな
情勢変化等が明らかとなった場
合に調整対象）

電子メールによる施行文書の送信は、既に文書を施
行する担当課が文書の性質、内容、相手方等を踏ま
えながら選択的に行っているところ。
規程に照らし、電子メール施行の適切な利用につい
て改めて全庁に周知する。

17 H29
年度末で区切るこ
とが難しい補助金
への柔軟な対応

【求める措置の具体的内容】
補助金は年度末の3月が区切りとなるが、農
業関係は作物を作るタイミングがあり、3月
で区切ることが難しい場合や、事業の承認
に1～2ヶ月を要するために、年度当初から
事業を実施できない場合もある。柔軟な対
応ができないか。

提案実現・提案一部実現

平成29年9月6日に開催された県庁働き方改革プロ
ジェクトチーム幹事会において、各部局の主管課長
に対し、平成30年度予算要求に向けて申請者が使い
にくい補助金がないか全庁的に点検するよう指示す
るとともに、9月14日付けの文書で全庁に同内容の通
知を行った。
その結果2件の見直しが報告されたが、ご提案いただ
いた農業関係をはじめ、多くの事業は繰越を行える
よう柔軟な制度となっている。
ついては、補助事業の利用者に制度内用が周知され
ていないことが推察されることから、年度当初の補
助事業の案内や説明会においてしっかりと周知する
よう、全庁に指示する。

18 H29

ホームページに掲
載されている補助
事業一覧のスマー
トフォン対応

【求める措置の具体的内容】
プルダウン方式等で検索できるような仕組
みになるとよい。
【具体的な支障事例】
県のホームページに農林水産関係の補助事
業を一覧にしたガイドブックが掲載されて
いるが、スマートフォンで見ようとすると
小さくて非常に見づらい。

提案実現・提案一部実現

商工労働部では、商工関係の補助金などの支援策を
取りまとめたWEBサイト「とっとり産業支援ナビ」を
平成28年度にリニューアルし、キーワード検索やス
マートフォン・タブレット対応とし、補助金等の見
出しページに概要が分かるよう、レイアウトを工夫
している。平成29年9月6日に開催された県庁働き方
改革プロジェクトチーム幹事会において、各部局の
主管課長に対し、商工労働部の取組を横展開し、各
部局の施策紹介サイトをリニューアルするよう指示
した。
特にご意見のあった農林水産関係の補助事業のサイ
トについては、平成30年度当初に向けてリニューア
ル作業を行っている。

19 H29
電子化に向かって
の教育

【求める措置の具体的内容】
総合事務所等に無料で使えるパソコンがあ
り、アドバイスしてくれる人がいたりする
とよいのではないか。
【具体的な支障事例】
電子化に向かうのであれば、教育面でも平
等にチャンスを与えることを考えていかな
くてはならない。

現状維持（改めて具体的な支障
事例や制度改正の効果、新たな
情勢変化等が明らかとなった場
合に調整対象）

県庁県民室や中部総合事務所の地域県民室には、県
からの情報収集を目的に、県民が自由に無料で利用
できるパソコンを設置しているが、電子申請の手続
きは個人情報の入力等が必要となることから、共有
パソコンを活用することは適切でないと考えてい
る。
しかし、ご意見のとおり、パソコン操作に不慣れな
方でもスムーズに電子申請を行っていただけるよう
な支援対策を設けることは重要であることから、フ
リーダイヤルによる専用コールセンターを設置し、
電子申請手続きの各ページ内でその周知を図ってい
るところ。

20 H29
認定こども園設置
基準の緩和

【求める措置の具体的内容】
県の条例で規定されているが、調理室の設
置義務を緩和するとともに、3歳未満児への
給食の外部委託化を認めて欲しい。
【具体的な支障事例】
鳥取県では待機児童ゼロといわれている
が、全ての家庭が第一希望の保育所に入れ
ているわけではない。幼稚園を認定こども
園として、保育の量を確保していくことが
必要。認定こども園化のネックの一つが調
理室を設けること。
【制度改正による効果】
これにより、認定こども園への転換が大幅
に進むものと思われる。規制緩和で子育て
王国鳥取県の推進を図って欲しい。

現行規定で対応可能

認定こども園においては、加熱・保存等の機能を有
する設備（調理設備）を設けることを条件として、3
歳以上児に対する給食の外部搬入を既に認めてお
り、調理室の設置は不要。
また、施設内調理によって給食を提供する場合で
あっても、子どもの数が20人未満の場合は、調理設
備を設けることにより調理室を設けないことができ
る。
3歳未満児への給食については、公立保育所及び公立
幼保連携型認定こども園に限り、国の構造改革特区
を活用した場合に外部搬入が認められている。現
在、アレルギー対策や子どもの発達、体調に合わせ
た食事の提供の面での対応を含め、国において評
価・検証が行われているところ。
県としては、当面は現在の規定を維持し、国による
評価・検証の結果を待って規制緩和の必要性を検討
したいと考えている。

21 H29
支え愛マップづく
り事業の募集時期

【求める措置の具体的内容】
支え愛マップづくりの事業について、県の
予算が成立してから社協で募集をかけるの
が6～7月となる。町内会の会計期間は1～12
月であり、役員の任期が終わる頃に募集を
行うため活用が進まないことがある。早く
募集をかけられるようになるとありがた
い。

提案実現・提案一部実現

平成30年度から、予算が県議会で議決されることが
前提である旨を付記した上で、自治会等の会計年度
である１月から広報を行うことにより、早い時期か
ら事業への取り組みを検討いただけるようにした。
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22 H29
託児機能付きサテ
ライトオフィスの
運用

【求める措置の具体的内容】
３ヶ月契約であることから、その間は受付
さえすれば良いという前提があれば、使い
やすいのではないか。
【具体的な支障事例】
育児をしながら仕事をしたい人、企業社屋
にいなくてもサテライトオフィス出勤でき
る人、という括りでは利用者が狭くなるの
ではないか。実際の稼働率はどのようなも
のか。商談(セッション)に使えないのが一
番のネック。また急に使いたい場合もある
ため、毎日使用日の前日に連絡を入れるの
は面倒である。

現行規定で対応可能

サテライトオフィスは、子育て期にある従業員など
の家庭と仕事が両立できる職場環境づくりを促進す
るため、県内企業が在宅勤務など多様で柔軟な働き
方を導入する上で、テレワーク試行の場として利用
いただけるよう設置し、試行的に運用しているも
の。育児をしながら仕事をしたい人、企業社屋にい
なくてもサテライトオフィス出勤できる人だけでは
なく、家庭と仕事の両立のための利用であれば、介
護をしながら仕事をしたい人なども利用が可能。な
お、実際の稼働率は、５室中、２～３室が稼働して
いる状況。
商談を禁止する利用規定はなく、共用スペースを接
客等に利用していただくことも可能ですが、複数社
が同時利用している状況においては、商談情報の漏
えいや他の利用者への影響に配慮が必要となる。
（※設置目的は前段のとおりであり、起業支援を目
的としたものではない。）
また、テレワークの導入等を検討する企業に対し
３ヶ月を上限に１ブースを貸し出していますが、前
日の連絡は不要で当日の受付のみで利用が可能。
なお、勤務先の了承を得て従業員個人が随時利用の
申込みもできますが、当日予約の場合、空きがなく
利用をお断りすることも想定されることから、原則
利用前日までの予約をお願いしている。（当日予約
であっても、空きがあれば、利用は可能。）

23 H30
補助事業に係る県
外業者への発注

【求める措置の具体的内容】
鳥取県産業振興条例により、補助金の活用
にあたっては県内業者への発注が求められ
ているが、柔軟な運用ができないか。
【具体的な支障事例】
・県の活性化のために県内業者を活用する
重要性は理解するが、ＮＰＯ法人の中には
行政域を超えて活動している団体も多い。
今後のＮＰＯの発展のためには、そのよう
な広域的な活動を通じて県外の人脈を形成
し、資金を呼び込むことが必要。
・県内は共通してプロモーション力が低
く、知識、経験の面から県内だけで行うの
は限界がある。県外とコラボレーションで
きない、調達できないという点については
柔軟に対応してほしい。

現行規定で対応可能

県内事業者への発注を要件とすると補助事業者の事
業実施に著しく悪影響を及ぼす場合には、当課へ事
前協議の上、県外発注を認めている。
（例）
・県内事業者では実施が困難な場合
・県内発注した場合に、県外発注より著しく高額と
なる場合
・事業実施場所が県外である等、県内事業者に限定
することが不合理な場合
各所管課において適切な対応が行われるよう、全庁
に改めて制度周知を行うこととしたい。

24 H30
控除対象NPO法人
の指定要件の明確
化

【求める措置の具体的内容】
ボランティアや寄附金のカウントルールが
不明確な点等について、改善が必要なので
はないか。
【具体的な支障事例】
・当該団体が募集したものでなければ対象
にならないとされているが、実行委員会等
を組織し、多様な団体と連携しながら、よ
り多くの県民の参画を求めていく活動の方
がむしろ望ましい。
・クラウドファンディングが寄附にあたる
かどうか、ボランティアに関して必要な書
類（名簿）が何かという点が不明確であ
り、ルールの明確化が必要なのではない
か。

提案実現・提案一部実現

控除対象ＮＰＯ法人に係る指定基準は、特定非営利
活動促進法に基づく認定ＮＰＯ法人制度の認定基準
ＰＳＴ(パブリックサポートテスト)に準じ、県条例
により法よりも緩和した基準を設定しています。さ
らに、「鳥取県ＮＰＯ法人の条例個別指定制度【指
定申出の手引き】（以下、「手引き」という。）」
により、詳細を解説しているところであり、指定基
準は明確となっています。
しかし、この度の意見を踏まえ、申請者にとって分
かりやすいよう、基準の判定に係る具体の事例につ
いて手引きに示したいと思います。

25 H30
鳥取県産業振興条
例に基づく県内企
業の育成

【求める措置の具体的内容】
６月議会において、県庁舎本庁への自動販
売機設置のプロポーザル方式契約におい
て、県外事業者ありきの要件設定となって
いるものがあるので、県内事業者参入の門
戸を閉ざすような要件は見直すよう議員か
ら指摘があった。
【具体的な支障事例】
鳥取県産業振興条例では、県内経済の発展
のため、県の予算執行にあたっては県内事
業者が入札に参加しやすい環境を整備する
こととされている。

提案実現・提案一部実現

特定事業者が有利となるような評価項目の設定や、
参加資格要件を県内事業者に限定していない案件で
県内事業者配慮項目が設定されていないなど、産業
振興条例の趣旨が徹底されていない点が見られた。
総合評価競争入札及びプロポーザル方式契約におけ
る評価項目の設定について、公平性、地域経済循環
の観点や県内事業者の育成の観点から、適切な評価
項目を設定する。
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26 H30
収入証紙の見直し
及び新たな収納方
法の検討

【求める措置の具体的内容】
収入証紙を廃止している県等もあるが、今
の金額を使って収入証紙を継続するのか、
それとも廃止して、同じ金額を使って現金
納付や電子マネーなど利用者の利便性が上
がる納付方法を検討されるのか、問題提起
したい。
【具体的な支障事例】
本県では収入証紙の印刷費や売りさばき手
数料として税金（約4,000万円）が使われて
いる。

提案実現・提案一部実現

申請者に証紙購入・申請書への貼付といった一定の
手間を負担していただいていること、購入場所が分
かりにくい、購入時間が限定される等の不具合もあ
ること、また、デジタル化を含めた行政手続きの見
直しが求められていること等の状況を踏まえ、県民
等の利便性向上を図るため、証紙に代わる納付方法
を整備して、収入証紙制度を廃止することとした。

27 R1
入札参加資格申請
手続きの簡素化

【求める措置の具体的内容】
事業者にとっては、県・市町村それぞれに
同じような書類を提出して手続きを行うこ
とは面倒であり、島根県では、県に電子申
請すれば市町村にも申請され、手続きが1回
で済むと聞いているので、同じようなこと
ができないか。
【具体的な支障事例】
建設工事、測量等委託、物品・役務に係る
自治体への入札参加（一般競争入札、指名
競争入札）にあたっては、入札参加を希望
する自治体ごと（県、県内の各市町村）に
それぞれ入札参加資格の申請手続きをしな
ければならない。

提案実現・提案一部実現

入札システムと連動した他県のような独自のシステ
ムの新たな構築は所要経費が高額であり、早期の導
入は困難であると思われる。ただし、事業者の負担
軽減は必要なことであるため、様式の統一に取り組
むこととした。
建設工事、測量等委託に係る入札については、令和
元年度に市町村にアンケート調査を実施、その結果
を踏まえて様式を統一し、同年度末の会議で市町村
に活用を要請したところ。令和2年度の様式の活用状
況は、申請受付時期であった17市町のうち14市町で
見直し後の統一様式を使用又は利用可とされていた
ところ。引き続き統一様式の活用を各市町村に要請
していく。
物品・役務に係る入札については、市町村アンケー
トの結果を踏まえて県の次期名簿更新の令和４年度
（更新申請等の業務は令和３年度）を最速として様
式の統一化を進めていく。

28 R2
公共施設の電子予
約

【求める措置の具体的内容】
体育館の予約をネットで完結。支払いもク
レジットカードで。利用希望日が重複した
場合の抽選も。

提案実現・提案一部実現

鳥取県内の市町村との連携及び他県との連携も視野
に入れ、現在の予約システムの更新時期に合わせて
コストやメリット・デメリットを含めて対応を検討
する。

29 R2
「鳥取県廃棄物処
理施設設置手続条
例」の見直し

【求める措置の具体的内容】
・「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手
続の適正化及び紛争の予防、調整等に関す
る条例」においては、条例規定の全ての廃
棄物処理施設の新設等に対して、条例第２
章「紛争の予防及び意見の調整に係る手続
等」が適用されるところ、適用除外される
施設を新設することを提案する。
・具体的には、施設の設置場所及び条例第
２条第１２号で規定する周辺区域が工業地
域又は工業専用地域である場合は、条例の
第２章「紛争の予防及び意見の調整に係る
手続等」を適用除外する。

現状維持（改めて具体的な支障
事例や制度改正の効果、新たな
情勢変化等が明らかとなった場
合に調整対象）

・本条例は、廃棄物処理施設の設置に係る廃棄物処
理施設に係る計画の事前公開、これに対する関係住
民の環境保全上の意見提出等の手続、廃棄物処理施
設における処理状況の公表等により、関係住民の理
解を得る等により、事業者と関係住民との間の紛争
を予防することを目的としている。
・工業地域や工業専用地域であっても、廃棄物処理
施設の設置に伴って生ずる周辺環境に及ぼす影響が
軽減されるものではなく、対象除外とした場合は、
施設設置事業者と当該地域で事業活動を行う者との
間で紛争が生じた場合、紛争の解決手段が失われる
恐れがある。
・立地場所により紛争の予防・解決手段が失われる
ことは、当該条例の趣旨に鑑みて適当ではないと考
えられる。
以上の理由から、施設の設置場所及び条例第２条第
１２号で規定する周辺区域が工業地域又は工業専用
地域であっても、条例第２章の「紛争の予防及び意
見の調整に係る手続等」の適用除外は行わない。

30 R2
野焼き（野外焼
却）の徹底撲滅

【求める措置の具体的内容】
野外焼却を見つけ次第、直ちに現行犯逮
捕。割れ窓理論により、野焼きを徹底的に
撲滅に追い込むこと。

対象外

田畑での野焼きは農業従事者が農作業で生じた稲わ
ら等を焼却しているものと思われますが、農作業に
伴って生じた稲わらは一般廃棄物に該当し、一般廃
棄物（野焼きも含む）に関する指導権限は市町村に
ある。
県内の各市町村では、法律に反した廃棄物の焼却を
防止するため、広報誌やホームページへの掲載な
ど、それぞれ取組を行っている。
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31 R2
県のＨＰデザイン
の見直し

【求める措置の具体的内容】
誰でも使いやすいようなデザインにして欲
しい。また、スマホを中心とした画面構成
にしてほしい。

提案実現・提案一部実現

ウェブページのデザインは、ウェブアクセシビリ
ティ（誰もがウェブページで提供される情報や機能
を支障なく利用できること）確保の範囲内で、より
見やすいデザインとなるよう努めるとともに、ス
マートフォンでも閲覧しやすいよう、指導や研修等
を通じて、スマートフォン画面を意識した編集を徹
底している。
なお、令和３年度に立ち上げた「デジタル時代の鳥
取県広報戦略検討委員会」における検討結果を踏ま
え、令和４年度から見やすさ・辿り着きやすさの向
上を目的としてウェブサイトの改善等に取り組み、
特によりスマートフォンで閲覧しやすいデザインへ
変更するため、とりネットトップページについて、
文字数を減らす等シンプルな画面に変更した。

32 R3
申請のオンライン
化及び申請フォー
ムの統一化

【求める措置の具体的内容】
申請のオンライン化かつ申請フォームの統
一化を進めて欲しい。

対応中（対応方針に基づき検討
中や措置中）

電子申請システムを活用し主要な行政手続のオンラ
イン提供の原則化を進めるべく、電子申請に関する
職員向け研修や申請様式の作成支援に取り組んでき
た。
令和７年度には、行政改革PTにおいて具体的取組項
目の一つとして取り上げ、「主要な行政手続のオン
ライン提供の割合100％」（Ｒ９年度末）の達成に向
け、年次計画を立てて手続きのオンライン化（業務
フローや様式の見直しを含む）を加速していくこと
としている。

33 R4、R5

鳥取県職員採用試
験（知的障がい者
対象）の受験対象
者の見直し

【求める措置の具体的内容】
①鳥取県職員の障がい者採用試験におい
て、特別支援教育を受けた者に対して、精
神障害者福祉手帳所持でも知的区分を受け
られるようにしてほしい。
②可能であれは試験会場を東部だけでなく
西部にも設置してほしい。
【具体的な支障事例】
幼少期より特別支援教育を受け、高等特別
支援学校を卒業し、精神障害者保健福祉手
帳を所持している者が鳥取県職員の障がい
者採用試験を受ける場合、現状、身体・精
神障がい者区分（難易度：高校卒業程度）
しか受けられない。本来なら知的を伴う精
神障がい者であるので、単に手帳の種類だ
けで試験区分を判断している現状には少々
難があり、どこにも属せない谷間の人間が
存在している。

①提案実現・提案一部実現
②現状維持

①鳥取県職員採用試験（知的障がい者）の受験対象
者について、障がい者雇用の関係機関とも協議を行
い、これまでの受験対象者に加え、特別支援学校高
等部（知的障がい）を卒業した者（卒業見込みを含
む。）も受験できるように試験内容の見直しを行っ
た。
②西部在住の受験者の割合が特に多い状況ではな
く、他の受験者との公平性の観点から、従来からの
県庁所在地である東部（鳥取県庁）としているが、
受験者の状況を踏まえ、引き続き検討していく。

34 R5
就活支援事業の島
根県との一本化

【求める措置の具体的内容】
新卒採用支援事業において、島根県の「ふ
るさと鳥取県定住機構」、島根県の「ジョ
ブカフェしまね」を１つの組織に統合して
ほしい。
【具体的な支障事例】
①両県の労働市場は小さく実態として一つ
であるにも関わらず、２つの組織がそれぞ
れに活動企画しており生産的でない。
②両県で就活イベント・インターンシップ
事業を企画運営しているが、ほとんど同様
な内容にも関わらず、書式・手続きが別で
煩雑であり、企業側・学生側双方から見て
分かりにくい。
③ホームページがそれぞれに存在し、分か
りにくい。
④米子市は県境に近く松江市を中心とした
学生（島大、県立大学、松江高専など）へ
もメッセージを伝えたいが届きにくい。

対象外

「ふるさと鳥取県定住機構」及び「ジョブカフェし
まね」事業実施主体である財団ともに県の外部団体
であり、県が団体統合を主導的に行うことはできな
い。
今後も引き続き県内近隣市町村との連携を行うとと
もに、これまで以上に鳥取県周辺の求職者に対して
も県内企業法人に関する情報提供を行うよう「ふる
さと鳥取県定住機構」に働きかけを行っていく。
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35 R7

小中学生の第３の
学びの場の活用に
関する制度運用の
見直し

【求める措置の具体的内容】
学校に在籍しながらも学校外の「第３の学
びの場」（地域の学習拠点や民間教育活動
など）に通う場合にも、出席扱いとできる
よう、不登校支援制度の運用を拡大してい
ただきたい。また、第３の学びの場での学
習については、不登校児童への特例的な履
修認定のように、子どもの興味・関心に応
じた探究的活動や体験的学びを、学習指導
要領の一部として柔軟に認める運用をお願
いしたい。
【具体的な支障事例】
授業についていけない児童が増えており、
塾に通っても学習進度が合わず、努力して
も成果が感じられないため、次第に学習意
欲を失い、不登校の一歩手前で悩む子ども
が少なくない。こうした児童生徒は、教室
には通っているものの、実質的に学びが成
立していない状態にある。

対象外（知事部局以外の権限に
属する事務であるため）

県教育委員会では、「不登校児童生徒を指導する民
間施設のガイドライン（出席扱いの考え方とその要
件）（令和２年７月１日改訂）」を作成しており、
不登校児童生徒が学校外の民間施設で支援等を受け
た際の「出席扱い」については、そのガイドライン
を参考に各学校と設置者である市町村（学校組合）
教育委員会、本人・保護者が十分に連携を図り、最
終的には学校長が判断することとしています。ま
た、同様に民間施設等で行われた、子どもの興味・
関心に応じた探究的活動や体験的な学びについて
も、その内容や状況等を踏まえ、現行の運用の中で
「出席扱い」とすることが可能となっている。今後
も、不登校児童生徒等に対する個別最適な学びの保
障と、社会的自立に向けた支援の充実を図ってい
く。

36 R7
地方創生と市街化
調整区域について

市街化調整区域の線引きは昭和43年に制定
された都市計画法に基づき実施された、高
度成長期の野放図な宅地等の開発を規制
し、道路、水道、下水道等の生活基盤への
公共投資を市街化区域に優先し、一方、市
街化調整区域は当面（昭和の後半期）抑制
し全体で公共投資の効率化、抑制を目指す
目的であった。結果としてこの法律の施行
に依り、市街化調整区域には各種の市街化
を抑制する規制が掛けられ、いわゆるよそ
者（区域外の人）が新しく自己住居を構え
られないばかりか、生まれ育ったその調整
区域内の宅地を子供に贈与しても条件に
依ってはその子供でも住居を構えられない
と言う不合理な規制と成った。近年、ふる
さと創生、地方創生、などへの取り組み強
化を各市町村で行っているが、まず日本人
誰でも住みたい地域に入って生活、活躍出
来るようにこの古い都市計画法の規制を改
定する事が必要ではないか。

現行規定で対応可能

都市計画法は、高度成長期から始まった都市の無秩
序なスプロール化を抑制するため昭和43年に全部改
正されたが、人口減少社会においては、都市の人口
密度が下がり医療・福祉、買い物環境、鉄道・バ
ス、ゴミ収集・除雪など生活サービスの維持が困難
となるため、市街化区域縁辺部の開発を抑制する市
街化調整区域の役割が更に重要となっている。
なお、同法は、これまでも社会情勢等の変化に応じ
て適宜改正されており、必要に応じて市町村が都市
計画決定できる地区計画や県・権限を有する市が条
例で制定できる立地基準などの手法を用いることに
より、市街化調整区域において開発行為や建築等が
既に許可可能となっている。


